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(57)【要約】
【課題】商品の補充における作業時間の短縮を計り、か
つ補充作業が容易で作業者の作業負荷を軽減することが
できる自動販売機を提供する。
【解決手段】上部前面に商品投入口６ａを有する商品収
納ラック６を収容する商品収容庫３の前面に、商品投入
口６ａ前方の面域を覆う上部内扉５ａと、その下方の面
域を覆う下部内扉５０とを備えた自動販売機において、
補充商品が詰められた商品箱を係合可能な商品箱係合受
台５１ａは、下部内扉５０前面に形成された突起である
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部前面に商品投入口を有する商品収納ラックを収容する商品収容庫の前面に、前記商
品投入口前方の面域を覆う上部内扉と、その下方の面域を覆う下部内扉とを備えた自動販
売機において、補充商品が詰められた商品箱を係合可能な商品箱係合受台は、前記下部内
扉前面に形成された突起であることを特徴とする自動販売機。
【請求項２】
　前記商品箱係合受台は、前記下部内扉前面の左右方向に延伸する突起であることを特徴
とする請求項１に記載の自動販売機。
【請求項３】
　前記商品箱係合受台は、前記下部内扉前面の上下方向に複数形成された突起であること
を特徴とする請求項１または請求項２に記載の自動販売機。
【請求項４】
　前記商品箱係合受台は、前記下部内扉前面の左右方向に延伸し、かつ傾斜した突起であ
ることを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れかの項に記載の自動販売機。
【請求項５】
　前記商品箱係合受台は、前記下部内扉前面上に群島状に複数形成された突起であること
を特徴とする請求項１に記載の自動販売機。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動販売機に関し、より詳細には、缶入り飲料やペットボトル入り飲料など
の各種商品を販売する自動販売機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の自動販売機の従来例を図８から図１０に示す。図８は扉を開放した状態の自動
販売機の内部構造を示す斜視図、図９は図８に示した自動販売機の商品収容庫の断面側面
図、図１０は下部内扉を示す斜視図である。
【０００３】
　このような缶入り飲料やペットボトル入り飲料などの各種商品を販売する自動販売機に
おいては、前面が開口した直方状の形態を成す自動販売機本体１の内部に、例えば２つの
断熱仕切板２によって仕切られた３つの独立した商品収容庫３が左右に並んだ態様で設け
てある。この商品収容庫３は、缶入り飲料やペットボトル入り飲料などの商品を所望の温
度に維持した状態で収容するための室で、断熱構造を有している。
【０００４】
　自動販売機本体１の前面には、外扉４および内扉５が設けてある。外扉４は、自動販売
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機本体１の前面開口を開閉するためのものであり、内扉５は、商品収容庫３の前面を開閉
し、内部の商品を所望の温度に維持保温するためのものであり、上下に２分割されて内部
に断熱体を有する箱型形状の構造体である。
【０００５】
　そして、上部内扉５ａは、一端を外扉４に枢軸し、他端を外扉４に係着して、外扉４の
開放と同時に商品収容庫３に収容されている商品収納ラック６の商品投入口６ａを開放さ
せて、商品の投入、補充を容易にするものである。下部内扉５ｂは、一端を自動販売機本
体１に枢軸し、他端を下部内扉５ｂにあるロックアーム５ｄを自動販売機本体１に設けた
不図示の掛金に掛着し、外扉４を開放したときには、閉止した状態であり、商品収容庫３
内の冷気もしくは暖気が流出することを防ぎ、メンテナンス時など必要に応じて開放でき
るものである。これにより、下部内扉５ｂを閉じ、上部内扉５ａのみを開けた状態で、商
品投入口６ａからの商品の投入、補充が可能とされている。また、外扉４の内側には、自
動販売機の制御部や料金回収部などが取り付けられている。
【０００６】
　商品収容庫３には、商品投入口６ａ、商品投入シュータ６ｂ、商品収納ラック６、搬出
機構７および搬出シュータ８が収容されている。商品収納ラック６は、商品を上下方向に
沿って並ぶ態様で収納するためのものである。搬出機構７は、商品収納ラック６の下部に
設けてあり、この商品収納ラック６に収納された商品群の最下位にある商品を１つずつ搬
出するためのものである。搬出シュータ８は、搬出機構７から搬出された商品を下部内扉
５ｂに配設された搬出扉５ｃを介して外扉４に設けられた商品取出口４ａに導くためのも
のである。
【０００７】
　また、自動販売機の機械室９には冷媒回路装置１０が配設されている。冷媒回路装置１
０は、圧縮機２１、庫外熱交換器２３、庫内熱交換器２５などを冷媒管路２６にて適宜接
続して構成されており、内部に冷媒が封入されている。
【０００８】
　そして、圧縮機２１で圧縮されて庫外送風ファンＦ１が設けられている庫外熱交換器２
３で凝縮した冷媒は庫内熱交換器２５で蒸発して商品収容庫３の庫内空気から熱を奪い、
該庫内空気を冷却する。冷却された庫内空気は、内熱交換器２５の近傍に配設された庫内
送風ファンＦ２の駆動により背面ダクトＤを介して商品収容庫３内部を循環し、これによ
り商品収容庫３に収容された商品は、循環する庫内空気により冷却される。
【０００９】
　上述した自動販売機において、商品収容庫３内の商品収納ラック６に商品を補充すると
きは、冷却された庫内空気を逃さないように下部内扉５ｂを閉じ、上部内扉５ａのみを開
けた状態で、補充商品が詰められたダンボール箱などの商品箱を下部内扉５ｂ前の床面上
に置き、この床面上に置かれた商品箱から数個ずつの商品を手で取り出して商品投入口６
ａの高さまで持ち上げ、持ち上げた商品を商品投入口６ａから投入して商品投入シュータ
６ｂから商品収納ラック６に補充をするようにしている。
【００１０】
　このように、補充商品が詰められた商品箱が置かれている位置と商品投入口６ａとの間
に高低差があると、商品箱から数個ずつの商品を手で取り出して商品投入口６ａの高さま
で持ち上げ、そして商品投入口６ａへ商品を投入するという動作を行う都度、体を屈曲さ
せる動作をする必要があり、この頻繁な体の屈曲動作が作業者にとって大きな負担となり
、かつ商品の補充作業に長時間を要するという課題があった。
【００１１】
　このような、体の屈曲動作を行わずに商品箱から取り出した商品を商品投入口６ａへと
投入して商品収納ラック６に補充できるようにするため、下部内扉５ｂの前面上に折たた
み可能の商品受台を設け、補充商品が詰められた商品箱を載置できるようにしている（例
えば、特許文献１参照）。
【００１２】
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　また、体の屈曲動作を行わずに商品箱から取り出した商品を商品投入口６ａへ投入して
商品収納ラック６に補充できるようにするため、商品箱を係合可能な商品箱係合部材を下
部内扉５ｂの前面上に取り付け、補充商品が詰められた商品箱を商品箱係合部材に係合で
きるようにしている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平５－２８２５３８号公報
【特許文献２】特開２００６－１６３６５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　このような缶入り飲料やペットボトル入り飲料などの各種商品を販売する自動販売機で
は、体の屈曲動作を行わずに商品箱から取り出した商品を商品投入口６ａへと投入して商
品収納ラック６に補充できるようにするため、下部内扉５ｂの前面上に折たたみ可能の商
品受台を設け、補充商品が詰められた商品箱を載置できるようにする、または、商品箱を
係合可能な商品箱係合部材を下部内扉５ｂの前面上に取り付け、補充商品が詰められた商
品箱を商品箱係合部材に係合できるようにしている。
【００１５】
　しかしながら、このような商品受台や商品箱係合部材は大掛かりな部品であるがゆえに
自動販売機のコスト増を招く、また、商品補充時に折たたみ時間のロスが発生する、さら
には、商品受台や商品箱係合部材の横方向の取り付け位置が固定されているため、商品投
入口６ａの位置（例えば、右手で商品を投入する場合には左位置の商品投入口６ａ）によ
っては商品の投入が困難となるなどの課題があった。
【００１６】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたものであり、自動販売機のコス
ト増を招くことなく、商品の補充における作業時間の短縮を計り、かつ補充作業が容易で
作業者の作業負荷を軽減することができる自動販売機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記の目的を達成するために、本発明の請求項１に係る自動販売機は、上部前面に商品
投入口を有する商品収納ラックを収容する商品収容庫の前面に、前記商品投入口前方の面
域を覆う上部内扉と、その下方の面域を覆う下部内扉とを備えた自動販売機において、補
充商品が詰められた商品箱を係合可能な商品箱係合受台は、前記下部内扉前面に形成され
た突起であることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の請求項２に係る自動販売機は、上述した請求項１において、前記商品箱
係合受台は、前記下部内扉前面の左右方向に延伸する突起であることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の請求項３に係る自動販売機は、上述した請求項１または請求項２におい
て、前記商品箱係合受台は、前記下部内扉前面の上下方向に複数形成された突起であるこ
とを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の請求項４に係る自動販売機は、上述した請求項１乃至請求項３の何れか
の項において、前記商品箱係合受台は、前記下部内扉前面の左右方向に延伸し、かつ傾斜
した突起であることを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明の請求項５に係る自動販売機は、上述した請求項１において、前記商品箱
係合受台は、前記下部内扉前面上に群島状に複数形成された突起であることを特徴とする
。
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【発明の効果】
【００２２】
　請求項１の発明によれば、上部前面に商品投入口を有する商品収納ラックを収容する商
品収容庫の前面に、前記商品投入口前方の面域を覆う上部内扉と、その下方の面域を覆う
下部内扉とを備えた自動販売機において、補充商品が詰められた商品箱を係合可能な商品
箱係合受台は、前記下部内扉前面に形成された突起であることにより、新たな部品を追加
することによる自動販売機のコスト増を招くことなく、商品の補充時に補充商品が詰めら
れた商品箱の底面の一部を下部内扉前面に形成した商品箱を係合可能な突起状の商品箱係
合受台に引掛けて荷重の一部を受けることで、作業者が受ける補充商品が詰められた商品
箱の荷重の一部を減らして、商品の補充における作業時間の短縮を計り、かつ補充作業が
容易で作業者の作業負荷を軽減することができる自動販売機を提供することが可能となる
。
【００２３】
　また、請求項２の発明によれば、前記商品箱係合受台は、前記下部内扉前面の左右方向
に延伸する突起であることにより、下部内扉の剛性アップとなり、板金の薄板化、庫内ガ
スケットによる下部内扉のたわみ防止、庫内の気密性向上に寄与するとともに、商品の補
充時に補充商品が詰められた商品箱を係合する位置が突起状の商品箱係合受台の左右方向
に自在となることから、商品投入口に対して最良の作業位置に商品箱を係合することがで
きるので、自動販売機のコスト増を招くことなく、商品の補充における作業時間の短縮を
計り、かつ補充作業が容易で作業者の作業負荷を軽減することができる自動販売機を提供
することが可能となる。
【００２４】
　また、請求項３の発明によれば、前記商品箱係合受台は、前記下部内扉前面の上下方向
に複数形成された突起であることにより、商品の補充時に作業者が補充作業をしやすい高
さ位置の商品箱係合受台に補充商品が詰められた商品箱の底面の一部を引掛けて荷重の一
部を受けることができるので、作業者が受ける補充商品が詰められた商品箱の荷重の一部
を減らして、商品の補充における作業時間の短縮を計り、かつ補充作業が容易で作業者の
作業負荷を軽減することができる自動販売機を提供することが可能となる。
【００２５】
　また、請求項４の発明によれば、前記商品箱係合受台は、前記下部内扉前面の左右方向
に延伸し、かつ傾斜した突起であることにより、内扉前面に生じた結露水を内扉端面へと
排水することが可能となるので、商品の補充時における補充商品が詰められた商品箱を濡
らさないようにするとともに、下部内扉に配設された搬出扉への結露水滴下を防止するこ
とや水漏れを防止することが可能な自動販売機を提供することが可能となる。
【００２６】
　また、請求項５の発明によれば、前記商品箱係合受台は、前記下部内扉前面上に群島状
に複数形成された突起であることにより、下部内扉前面に生じる結露水の付着が分散され
、個々が少量となった結露水を下部内扉の下端にある下部内扉樋（案内部材）へと排水す
ることで水漏れを防止することが可能な自動販売機を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施の形態１である自動販売機の下部内扉を前方斜め右上より示す斜視
図である。
【図２】図１に示した自動販売機の下部内扉を構成する部品を前方斜め右上より示す分解
斜視図である。
【図３】図１に示した自動販売機の下部内扉を示すＡ－Ａ断面側面図である。
【図４】本発明の実施の形態２である自動販売機の下部内扉を前方斜め右上より示す斜視
図である。
【図５】図４に示した自動販売機の下部内扉を示すＢ－Ｂ断面側面図である。
【図６】本発明の実施の形態３である自動販売機の下部内扉を前方斜め右上より示す斜視
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図である。
【図７】図６に示した自動販売機の下部内扉を示すＣ－Ｃ断面側面図である。
【図８】従来の自動販売機の扉を開放した状態の内部構造を示す斜視図である。
【図９】図８に示した自動販売機の商品収容庫の断面側面図である。
【図１０】図８に示した自動販売機の下部内扉を前方斜め右上より示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る自動販売機の好適な実施の形態について詳細
に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。また、従
来と同一構成に関しては図８、図９の自動販売機を示した図を用いて説明するとともに同
一符号を用いる。
【００２９】
　この実施の形態の自動販売機は、缶入り飲料やペットボトル入り飲料などの各種商品を
販売し、かつ庫内前面に上下に２分割された内扉を備えるものである。
【００３０】
　自動販売機は、前面が開口した直方状の形態を成す自動販売機本体１の内部に、例えば
２つの断熱仕切板２によって仕切られた３つの独立した商品収容庫３が左右に並んだ態様
で設けてある。この商品収容庫３は、缶入り飲料やペットボトル入り飲料などの商品を所
望の温度に維持した状態で収容するための室で、断熱構造を有している。
【００３１】
　自動販売機本体１の前面には、外扉４および内扉５が設けてある。外扉４は、自動販売
機本体１の前面開口を開閉するためのものであり、内扉５は、商品収容庫３の前面を開閉
し、内部の商品を所望の温度に維持保温するためのものであり、上下に２分割されて内部
に断熱体を有する箱型形状の構造体である。
【００３２】
　そして、上部内扉５ａは、一端を外扉４に枢軸し、他端を外扉４に係着して、外扉４の
開放と同時に商品収容庫３に収容されている商品収納ラック６の商品投入口６ａを開放さ
せて、商品の投入、補充を容易にするものである。下部内扉５０は、一端を自動販売機本
体１に枢軸し、他端を下部内扉５０にあるロックアーム５９を自動販売機本体１に設けた
不図示の掛金に掛着し、外扉４を開放したときには、閉止した状態であり、商品収納庫３
内の冷気もしくは暖気が流出することを防ぎ、メンテナンス時など必要に応じて開放でき
るものである。これにより、下部内扉５０を閉じ、上部内扉５ａのみを開けた状態で、商
品投入口６ａからの商品の投入、補充が可能とされている。また、外扉４の内側には、自
動販売機の制御部や料金回収部などが取り付けられている。
【００３３】
　商品収容庫３には、商品投入口６ａ、商品投入シュータ６ｂ、商品収納ラック６、搬出
機構７および搬出シュータ８が収容されている。商品収納ラック６は、商品を上下方向に
沿って並ぶ態様で収納するためのものである。搬出機構７は、商品収納ラック６の下部に
設けてあり、この商品収納ラック６に収納された商品群の最下位にある商品を１つずつ搬
出するためのものである。搬出シュータ８は、搬出機構７から搬出された商品を搬出扉５
ｃを介して外扉４に設けられた商品取出口４ａに導くためのものである。
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１である自動販売機の下部内扉を前方斜め右上より示す斜
視図であり、図２は、図１に示した自動販売機の下部内扉を構成する部品を前方斜め右上
より示す分解斜視図であり、図３は、図１に示した自動販売機の下部内扉を示すＡ－Ａ断
面側面図である。
【００３４】
　図２に示すように、自動販売機の下部内扉５０は、下部内扉本体５１、断熱材上５２、
断熱材下左５３ａ、断熱材下右５３ｂ、搬出扉５ｃ、下部内扉化粧枠（ガスケット）５４
、下部内扉樋（案内部材）５５、クッション５６、補強金具左５７ａ、補強金具右５７ｂ
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、ヒンジ上５８ａ、ヒンジ下５８ｂ、ロックアーム５９から構成されている。
【００３５】
　そして、下部内扉本体５１（下部内扉５０）には、図で示しているように、補充商品が
詰められた商品箱を係合可能な突起状の商品箱係合受台５１ａを商品箱に係合可能な形状
で下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面の左右方向に延伸する態様で形成している。
【００３６】
　このように、補充商品が詰められた商品箱を係合可能な商品箱係合受台５１ａは、下部
内扉５０（下部内扉本体５１）前面に形成された突起であることにより、新たな部品を追
加することによる自動販売機のコスト増を招くことなく、商品の補充時に補充商品が詰め
られた商品箱の底面の一部を下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面に形成した商品箱を
係合可能な突起状の商品箱係合受台５１ａに引掛けて荷重の一部を受けることで、作業者
が受ける補充商品が詰められた商品箱の荷重の一部を減らして、商品の補充における作業
時間の短縮を計り、かつ補充作業が容易で作業者の作業負荷を軽減することができる自動
販売機を提供することが可能となる。
【００３７】
　また、商品箱係合受台５１ａは、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面の左右方向に
延伸する突起であることにより、下部内扉５０（下部内扉本体５１）の剛性アップとなり
、板金の薄板化、庫内ガスケットによる下部内扉５０（下部内扉本体５１）のたわみ防止
、庫内の気密性向上に寄与するとともに、商品の補充時に補充商品が詰められた商品箱を
係合する位置が突起状の商品箱係合受台５１ａの左右方向に自在となることから、商品投
入口６ａに対して最良の作業位置に商品箱を係合することができるので、自動販売機のコ
スト増を招くことなく、商品の補充における作業時間の短縮を計り、かつ補充作業が容易
で作業者の作業負荷を軽減することができる自動販売機を提供することが可能となる。
【００３８】
　さらに、商品箱係合受台５１ａは、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面の左右方向
に延伸し、かつ傾斜（例えば、傾斜角２度～５度）した突起であるようにしてもよい。商
品箱係合受台５１ａを左右方向に延伸して傾斜（例えば、傾斜角２度～５度）した突起と
することにより、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面に生じた結露水を下部内扉５０
（下部内扉本体５１）端面へと排水することが可能となるので、商品の補充時における補
充商品が詰められた商品箱を濡らさないようにするとともに、下部内扉５０（下部内扉本
体５１）に配設された搬出扉５ｃへの結露水滴下を防止することや水漏れを防止すること
が可能な自動販売機を提供することが可能となる。
（実施の形態２）
　図４は、本発明の実施の形態２である自動販売機の下部内扉を前方斜め右上より示す斜
視図であり、図５は、図４に示した自動販売機の下部内扉を示すＢ－Ｂ断面側面図である
。
【００３９】
　図に示すように、補充商品が詰められた商品箱を係合可能な突起状の商品箱係合受台５
１ａを商品箱に係合可能な形状で下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面の左右方向に延
伸する態様で形成するとともに、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面の上下方向に複
数形成し、さらに、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面の左右方向に傾斜（例えば、
傾斜角２度～５度）した突起としている。
【００４０】
　このように、商品箱係合受台５１ａは、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面の左右
方向に延伸する突起であることにより、下部内扉５０（下部内扉本体５１）の剛性アップ
となり、板金の薄板化、庫内ガスケットによる下部内扉５０（下部内扉本体５１）のたわ
み防止、庫内の気密性向上に寄与するとともに、商品の補充時に補充商品が詰められた商
品箱を係合する位置が突起状の商品箱係合受台５１ａの左右方向に自在となることから、
商品投入口６ａに対して最良の作業位置に商品箱を係合することができるので、自動販売
機のコスト増を招くことなく、商品の補充における作業時間の短縮を計り、かつ補充作業
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が容易で作業者の作業負荷を軽減することができる自動販売機を提供することが可能とな
る。
【００４１】
　また、商品箱係合受台５１ａは、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面の上下方向に
複数形成された突起であることにより、商品の補充時に作業者が補充作業をしやすい高さ
位置の商品箱係合受台５１ａに補充商品が詰められた商品箱の底面の一部を引掛けて荷重
の一部を受けることができるので、作業者が受ける補充商品が詰められた商品箱の荷重の
一部を減らして、商品の補充における作業時間の短縮を計り、かつ補充作業が容易で作業
者の作業負荷を軽減することができる自動販売機を提供することが可能となる。また、複
数の突起は、本実施の形態２においては、上下方向に３箇所設けているが、上下方向に設
けてある商品投入口６ａの個数と間隔に対応した突起を設けても構わない。
【００４２】
　さらに、商品箱係合受台５１ａは、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面の左右方向
に延伸し、かつ傾斜（例えば、傾斜角２度～５度）した突起であることにより、下部内扉
５０（下部内扉本体５１）前面に生じた結露水を下部内扉５０（下部内扉本体５１）端面
へと排水することが可能となるので、商品の補充時における補充商品が詰められた商品箱
を濡らさないようにするとともに、下部内扉５０（下部内扉本体５１）に配設された搬出
扉５ｃへの結露水滴下を防止することや水漏れを防止することが可能な自動販売機を提供
することが可能となる。
（実施の形態３）
　図６は、本発明の実施の形態３である自動販売機の下部内扉を前方斜め右上より示す斜
視図であり、図７は、図６に示した自動販売機の下部内扉を示すＣ－Ｃ断面側面図である
。
【００４３】
　図に示すように、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面上に突起状の商品箱係合受台
５１ｂを群島状に複数形成している。
【００４４】
　このように、商品箱係合受台５１ｂは、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面上に群
島状に複数形成された突起であることにより、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面に
生じる結露水の付着が分散され、個々が少量となった結露水を下部内扉５０（下部内扉本
体５１）の下端にある下部内扉樋（案内部材）５５へと排水することで水漏れを防止する
ことが可能な自動販売機を提供することが可能となる。
【００４５】
　以上説明したように本発明によれば、上部前面に商品投入口６ａを有する商品収納ラッ
ク６を収容する商品収容庫３の前面に、商品投入口６ａ前方の面域を覆う上部内扉５ａと
、その下方の面域を覆う下部内扉５０とを備えた自動販売機において、補充商品が詰めら
れた商品箱を係合可能な商品箱係合受台５１ａ、５１ｂは、下部内扉５０（下部内扉本体
５１）前面に形成された突起であることにより、新たな部品を追加することによる自動販
売機のコスト増を招くことなく、商品の補充時に補充商品が詰められた商品箱の底面の一
部を下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面に形成した商品箱を係合可能な突起状の商品
箱係合受台５１ａ、５１ｂに引掛けて荷重の一部を受けることで、作業者が受ける補充商
品が詰められた商品箱の荷重の一部を減らして、商品の補充における作業時間の短縮を計
り、かつ補充作業が容易で作業者の作業負荷を軽減することができる自動販売機を提供す
ることが可能となる。
【００４６】
　また、商品箱係合受台５１ａは、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面の左右方向に
延伸する突起であることにより、下部内扉５０（下部内扉本体５１）の剛性アップとなり
、板金の薄板化、庫内ガスケットによる下部内扉５０（下部内扉本体５１）のたわみ防止
、庫内の気密性向上に寄与するとともに、商品の補充時に補充商品が詰められた商品箱を
係合する位置が突起状の商品箱係合受台５１ａの左右方向に自在となることから、商品投
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入口６ａに対して最良の作業位置に商品箱を係合することができるので、自動販売機のコ
スト増を招くことなく、商品の補充における作業時間の短縮を計り、かつ補充作業が容易
で作業者の作業負荷を軽減することができる自動販売機を提供することが可能となる。
【００４７】
　また、商品箱係合受台５１ａは、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面の上下方向に
複数形成された突起であることにより、商品の補充時に作業者が補充作業をしやすい高さ
位置の商品箱係合受台５１ａに補充商品が詰められた商品箱の底面の一部を引掛けて荷重
の一部を受けることができるので、作業者が受ける補充商品が詰められた商品箱の荷重の
一部を減らして、商品の補充における作業時間の短縮を計り、かつ補充作業が容易で作業
者の作業負荷を軽減することができる自動販売機を提供することが可能となる。
【００４８】
　また、商品箱係合受台５１ａは、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面の左右方向に
延伸し、かつ傾斜（例えば、傾斜角２度～５度）した突起であることにより、下部内扉５
０（下部内扉本体５１）前面に生じた結露水を下部内扉５０（下部内扉本体５１）端面へ
と排水することが可能となるので、商品の補充時における補充商品が詰められた商品箱を
濡らさないようにするとともに、下部内扉５０（下部内扉本体５１）に配設された搬出扉
５ｃへの結露水滴下を防止することや水漏れを防止することが可能な自動販売機を提供す
ることが可能となる。
【００４９】
　また、商品箱係合受台５１ｂは、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面上に群島状に
複数形成された突起であることにより、下部内扉５０（下部内扉本体５１）前面に生じる
結露水の付着が分散され、個々が少量となった結露水を下部内扉５０（下部内扉本体５１
）の下端にある下部内扉樋（案内部材）５５へと排水することで水漏れを防止することが
可能な自動販売機を提供することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　以上のように、本発明に係る自動販売機は、例えば缶入り飲料やペットボトル入り飲料
などの商品を販売する自動販売機の商品の補充における作業時間の短縮を計り、かつ補充
作業が容易で作業者の作業負荷を軽減するのに有用である。
【符号の説明】
【００５１】
　　１　　　自動販売機本体
　　３　　　商品収容庫
　　４　　　外扉
　　５　　　内扉
　　５ａ　　　上部内扉
　　６　　　商品収納ラック
　　６ａ　　　商品投入口
　　５０　　　下部内扉
　　５１　　　下部内扉本体
　　５１ａ　　　商品箱係合受台
　　５１ｂ　　　商品箱係合受台
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